
釧路市下水道ビジョン
～豊かな環境となる持続可能な下水道の創造～

釧　路　市



 

は じ め に 

釧路市は、総合計画の都市像を「環境・交流都市」として自然と調和した魅力あるまち

づくりを進め、下水道事業においては、公衆衛生の向上、浸水対策等の基本的な使命を担

い、下水道の普及拡大に努めるとともに、下水道汚泥の利用など環境に配慮した取り組み

を進めています。 

釧路市の下水道事業は、昭和30年から整備に着手し、昭和49年に供用を開始して以来、

都市の発展と人口の増加にあわせて急速に整備を進め、６つの下水処理場と10の中継ポン

プ場、管路は1,440ｋｍに達し、普及率は98.1％となりました。 

こうした中、人口減少や少子高齢化、節水機器の普及、産業構造の転換など下水道を取

り巻く環境は大きく変わり、厳しい経営状況となっています。 

また、老朽化した施設の更新や維持管理、近年の異常気象や地震災害などへの対応、環

境の保全、職員の高齢化と技術の継承など、下水道が直面する課題への中長期での取り組

みが求められています。 

こうしたことから、今後10年間の目標や取り組むべき施策をまとめた新たな事業運営の

指針として「釧路市下水道ビジョン」を策定いたしました。 

今後は、このビジョンで掲げた「豊かな環境となる持続可能な下水道の創造」を基本理

念として施策を展開することにより、基本目標の実現に努め、市民の皆様の生活を支える

大切なライフラインとしての社会的使命を果たしていく所存です。 

また、釧路市は、平成１７年に旧釧路市、旧阿寒町、旧音別町の合併により誕生し、豊

かな自然を有する都市となりました。貴重な自然環境を未来に引き継いでいくためにも、

環境に配慮しながら下水道の適正な維持管理に努めてまいります。 

ビジョンの推進にあたっては、経営状況や目標の達成状況を常に確認し、公表すること

により、市民の皆様の評価をいただきながら常に事業のあり方を検証してまいりますので、

今後とも本市の下水道事業に対するより一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

終わりに、本ビジョンの策定にあたり、熱心にご検討いただきました釧路市上下水道ビ

ジョン策定委員会の委員の皆様をはじめ、貴重なご意見を賜わりました市民の皆様に心か

ら感謝とお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市公営企業管理者

川 上 三 郎 
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１ 策定にあたって 

１.１ 下水道ビジョン策定の目的と背景 

下水道ビジョン策定の目的は、これからの社会環境や自然環境の変化に応じて、下水道の役割や貢

献できる機能も変化していくため、現状と課題を認識し、これまでの下水道の役割だけでなく、長期

的な視点で｢将来を見据えた下水道のあり方｣を見出していくことです。 

 

下水道事業では、都市の発展と人口の増加にともなって積極的な整備が行われ、安全安心で快適か

つ衛生的な生活環境の提供、公共水域の保全、浸水被害の軽減などの役割を果たしてきました。その

一方で、古くから整備されてきた膨大な下水道ストック1が老朽化し、今後これらの施設の更新が課題

となってきます。 

また、人口減少や地域経済の長期的な低迷、節水意識の浸透による水需要の減少などにより下水道

使用料収入が減少傾向になるなど、事業を取り巻く状況は厳しさを増しています。このため、限られ

た財源で安定したサービスを提供していくため、経営改善も含めた効率的な事業運営を進めていかな

ければなりません。 

近年、地球温暖化等による例を見ない大雨の発生や想定していない大地震の発生などを原因とした、

これまでにない災害が発生しており、それらの対応に取り組んでいく必要があります。また、二酸化

炭素排出量の削減や自然エネルギーの活用、循環型社会の構築など地球規模の環境問題にも取り組ん

でいかなければなりません。 

 

こうした背景のもと、現状と課題を踏まえた上で、目指すべき方向を定め平成 24 年度から 10 年間

で取り組む施策等をまとめた「釧路市下水道ビジョン」の策定をしました。 

また、今後は、社会経済情勢の変化に柔軟かつ迅速に対応しながら、ビジョンに掲げた基本理念の

実現に向けて事業経営を進めてまいります。 

 

１.２ 計画の位置づけ及び計画期間 

本ビジョンの策定では、本市における下水道事業の現状や課題を把握した上で、今後 10 年間の下水

道事業の将来目標や取り組むべき具体的な施策を取りまとめます。 

取りまとめに当たっては、市民の意見の反映を図るとともに、釧路市総合計画や都市計画マスター

プランなど、各種関連計画との整合を図ります。 

また、本ビジョンの施策を確実に実現するため、5年間の下水道経営計画を策定し、具体的な事業内

容等を明らかにします。 

                             
1 ストック：既存の資源及び資産（下水道管路（管渠）等）。 
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図 １.１ 下水道ビジョン計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２ 関連する計画 

 

釧路市総合計画（２００８～２０１７年） 

釧路市下水道ビジョン（２０１２～２０２１年） 

関連する計画 

 

 釧路市都市計画マスタープラン 

 釧路市地域防災計画 

 生活排水処理基本計画 

 ごみ処理基本計画 

 釧路市財政健全化推進プラン 

 etc 

H34 H29 

釧路市総合計画（平成２０年度～２９年度） 

釧路市下水道ビジョン【計画期間１０年】 

計画策定期間 

【２年】 

釧路市下水道経営計画 

見直し 

H24 年度 ～ H33 年度 

H22 H24 

H22 年度 

～H23 年度 

【計画期間 5 年】 
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２ 下水道事業の概要 

２.１ 下水道事業のあゆみ 

釧路市の下水道事業は、公衆衛生の向上と都市の浸水被害を軽減するため、昭和 30 年（1955 年）に

古川処理区で事業認可を受け着手しました。その後、都市の発展と人口の増加にともない白樺・大楽

毛処理区の拡大をしました。阿寒湖畔処理区は昭和 61 年、阿寒処理区は平成 8年、音別処理区は平成

13 年に処理を開始し、現在では６処理区に６つの下水処理場と 10 箇所の中継ポンプ場を抱え、下水道

普及率は 98.1％（平成 22 年度末現在）（北海道:89.4％全国：75.1％（平成 22 年度末震災による暫定

値））にまで達しています。 

 

２.２ 下水道計画と施設の概要 

釧路市下水道計画と下水道施設の概要を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１ 釧路市下水道計画区域  
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■釧路市下水道事業のあゆみ 
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３ 下水道事業の現状と課題 

３.１ 下水道事業を取り巻く環境 

下水道は、都市の健全な発達と公衆衛生の向上にとって必要不可欠なものであり、生活環境の改善、

公共用水域の汚濁防止、浸水の防除を始め、自然環境の保全、水資源対策などの多様化する現代的役

割を担う根幹的な都市施設であることから、「ナショナルミニマム1」のひとつとして位置づけられ、都

市の進展に合わせて整備されてきました。 

近年では、下水道整備を「排除・処理」を中心とした考え方から、地域の持続的発展のための「活

用・再生」を中心とした考え方に推し進め、「下水道
．
」から健全な水循環及び資源循環を創出する活用・

再生という「循環のみち
．．

」への転換により新たな社会ニーズに応える社会基盤と位置づけるようにな

りました。 

下水道事業を取り巻く環境は、快適で便利な生活やよりよい環境を求めるニーズの変化、さらには

人口減少や少子高齢化、産業構造の転換など、大きく変化しています。「循環のみち」を実現するため、

「水のみち」、「資源のみち」、及びそれらを支える「施設再生」を基本方針とし、「環境、安全・活力」

といった視点により、水洗化未整備地域の解消のほか、合流式下水道2の改善、地震対策、下水道施設

の更新・改築、下水道資源の有効活用といった施策の取り組みを進めています。 

このような中で、将来の社会や自然環境に対し、下水道に期待される役割や貢献できる機能等を把

握するために、ここでは、釧路市下水道事業の現状と課題について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１ 下水道事業を取り巻く環境と抱える課題 

                             
1 ナショナルミニマム：国が広く国民全体に対して保障する必要 低限の公共サービス水準。 
2 合流式下水道：雨水と生活雑排水等（汚水）を同じ管で流す下水道の一方式。合流式下水道では、分流式に比べて管路施設の建設が
容易な反面、大雨時などに汚水混じりの雨水が河川等の公共用水域へ、未処理のまま排出される恐れがあり問題となっている。 

  

人口減少社会の到来 

莫大な下水道資産の保有 

生活環境の改善 

自然災害への対応 

公共用水域の保全 

環境・エネルギー問題 ３．２．６ 下水道資源・資産の活用 

３．２．３ 水環境の保全 

３．２．４ 浸水対策 

３．２．５ 地震対策 

３．２．２ 汚水処理と普及 

３．２．１ 下水道ストックの維持管理 

３．２．７ 下水道事業経営 

各
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◆下水道を取り巻く環境 ◆下水道が抱える課題 
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３.２ 下水道事業が抱える課題 

３.２.１ 下水道ストックの維持管理 

下水道施設は、供用開始してから休むことなく稼働します。 

本市における下水道施設の現状と課題について以下に示します。 

 

釧路市の下水道施設は、昭和 30 年から整備に着手し、都市の発展と人口の増加にあわせて急速に

整備が行われました。現在では６つの下水処理場と 10 の中継ポンプ場、1,440km に及ぶ管路が整備さ

れ、膨大な施設を維持管理し、多くの市民に下水道サービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.２ 釧路市の下水道施設の整備推移 
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(1) 改築更新等 

下水道施設の平均的な耐用年数は、下水処理場の設備類で 15～20 年、管路施設で 50 年といわれ

ています。これらの施設が年数の経過とともに劣化・老朽化すると処理機能が低下し下水道本来の

機能を発揮できないため、下水道が求められる役割に寄与できません。また、道路陥没などのおも

わぬ事故に発展する可能性があります。このため、これまでも施設の維持管理に努めてきましたが、

今後増大する老朽化した施設に適切な維持管理を行っていくことが今後の課題となっています。ま

た、本市の下水道ストックも今後一斉に耐用年数を迎えることから、改築費用の増大や集中が今後

問題になると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省 下水道ビジョンより抜粋） 

図 ３.３ 下水道資産が適正に管理されなかった場合に想定される影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.４ 発生要因別の年度別陥没発生件数と発生率の推移 

 

(2) 不明水の流入 

不明水は、下水道施設の能力を低下させ、必要なときに十分な能力を発揮できないばかりか、極

端な流入量の増加によって、処理施設の負担が増加するなど、下水道システム全体に悪影響を及ぼ

します。網の目のように張りめぐらされた下水道管路網から、不明水の発生原因を特定するには、

相当な時間を必要とし、その対応に苦慮しています。また、長雨等の降雨時には管路の能力が不足

し、各戸で水洗不能などの事態が発生する場合があり、発生時において個別対応するなど、事後対

応的な措置がなされてきました。 
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(3) 管路の異常箇所の発生 

日常の維持管理や苦情などにより発見される滞水や悪臭などの管路の異常は、発生箇所数も多く、

また、全市にわたり散在するため、その対応に時間を要しています。 

(4) 管路の硫化水素1による腐食 

中継ポンプ場からの圧送管の下流部において、硫化水素による腐食劣化が確認された管路が多数

存在し、その中でも緊急に対策を必要とされる管路については、順次、更新事業を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 施設情報のデータベース化 

各戸の給排水設備台帳については、データベース化し事務の効率化を図っています。 

管路施設については、膨大な資料を一元的、かつ体系的に蓄積する「上下水道管路情報システム」

の構築、下水処理場・中継ポンプ場の機器設備台帳についても同様にデータベース化に取り組み、

今後の計画的な維持管理や施設更新に対応するため準備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.５ 管路システム操作画面イメージ 

 

                             
1 硫化水素：火山ガスや鉱泉水に含まれるが、硫黄を含むたんぱく質の腐敗や硫酸塩の還元によっても生じる特有の臭気をもつガス。
汚泥、し尿の嫌気性化消化過程や下水、汚泥の腐敗により発生する。 

腐食により鉄筋が露出した状況 

 

管更生施工状況 
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今後の下水道ストックは、維持管理水準を確保しつつ維持管理の効率化を実現し、持続的に安定

した下水道サービスを提供していくことが必要です。そのためには管路、中継ポンプ場、下水処理

場において、これまでと同様に定期的な調査を行い、リスク管理1を主眼にした維持管理、長寿命化

を含めた施設の改築・更新等が実施されるよう努めていかなければなりません。また、効率的に実

施するための計画等の策定が望まれます。 

さらには、今後も新しい課題に向けた事業や既存の機能を維持するための改築更新事業などが待

ち構えている中、下水道管理者の技術力、維持管理体制の確保にも目を向けていかなければなりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

表 ３.１ 下水処理場の整備状況 

下水処理場名 処理区 供用開始年度 
経過年数 

（平成 22 年度まで） 

古川下水終末処理場 古川処理区 昭和49年度 37年 

白樺下水終末処理場 白樺処理区 昭和56年度 30年 

大楽毛下水終末処理場 大楽毛処理区 昭和61年度 25年 

阿寒湖畔下水終末処理場 阿寒湖畔処理区 昭和61年度 25年 

阿寒下水終末処理場 阿寒処理区 平成 8年度 15年 

音別浄化センター 音別処理区 平成12年度 11年 

 

表 ３.２ 中継ポンプ場の整備状況 

中継ポンプ場名 処理区 供用開始年度 
経過年数 

（平成 22 年度まで） 

旭町中継ポンプ場 古川処理区 昭和49年度 37年 

愛国第一中継ポンプ場 古川処理区 昭和52年度 34年 

浜町中継ポンプ場 古川処理区 昭和54年度 32年 

南浜中継ポンプ場 古川処理区 昭和56年度 30年 

米町中継ポンプ場 古川処理区 昭和63年度 23年 

大川中継ポンプ場 古川処理区 昭和58年度 28年 

柏木中継ポンプ場 古川処理区 昭和59年度 27年 

春採中継ポンプ場 古川処理区 昭和59年度 27年 

興津中継ポンプ場 白樺処理区 平成 3年度 20年 

蛯川中継ポンプ場 阿寒湖畔処理区 昭和61年度 25年 

 

                             
1 リスク管理：リスクマネジメント。経済活動に生じるさまざまな危険を、 小の費用で 小限に抑えようとする管理手法。危機管理。
危険管理。 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○安定した下水道施設の維持管理を図る 

○下水道が主因となる事故を防止する 

○効率的な維持管理情報の運用を図る 
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表 ３.３ 管路施設の整備状況 

区分 処理区名 整備延長 整備開始年度 
経過年数 

（平成 22 年度まで） 

古川処理区 152km 昭和29年度 57年 

白樺処理区 17km 昭和37年度 49年 合流管 

小計 169km  

古川処理区 351km 昭和42年度 44年 

白樺処理区 80km 昭和55年度 31年 

大楽毛処理区 280km 昭和46年度 40年 

阿寒湖畔処理区 20km 昭和50年度 36年 

阿寒処理区 34km 平成 4年度 19年 

音別処理区 20km 平成 7年度 16年 

汚水管 

小計 785km  

古川処理区 267km 昭和36年度 50年 

白樺処理区 43km 昭和56年度 30年 

大楽毛処理区 179km 昭和40年度 46年 

阿寒湖畔処理区 0.3km 昭和50年度 36年 

雨水管 

小計 489.3km  

合計 1,442.3km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.６ 処理区別の管路施設整備量 

 

 

 

 

 

大楽毛処理区
459km 31.8%

古川処理区
771km 53.5%

白樺処理区
139km 9.6%

阿寒湖畔処理区
20km 1.4%

阿寒処理区
34km 2.3%

音別処理区
20km 1.4%
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３.２.２ 汚水処理と普及 

公共下水道による汚水処理は、快適で衛生的な生活環境の実現や、公共用水域の水質保全に重要な

役割を果たしています。 

本市における汚水処理と普及の現状と課題について以下に示します。 

 

昭和 49 年の古川下水終末処理場の供用開始とともに、処理区域を拡大し、これまでの下水道処理

人口普及率1（処理区域内の利用可能人口／行政人口）は、98.1％（平成 22 年度末）と全国平均 75.1％

（平成 22 年度末震災による暫定値）と比べると高い状態にあります。 

下水道計画区域内人口、下水道処理人口普及率、水洗化（率）2を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.７ 下水道の整備状況及び普及率 

 

(1) 汚水施設の整備 

下水道処理人口普及率は 98.1％ですが、汚水面積整備率（汚水）は 93.6％と完了していません。

汚水管路の未整備地区としては、建物のない空き地と私道路があり、そのうち、私道路では、下水

道処理区域内における私道路に対する水洗化促進の助成制度として、「私道路に対する公共下水道

設置要綱」を策定し、整備率の向上を図ってきました。私道路には、個人が設置した共同管があり、

所有者が不明になることにより満足に維持管理ができないこと等もあり、課題となっています。 

 

                             
1 下水道処理人口普及率：対象とする区域総面積のうち、下水道が整備されている面積の比率で定義される。 
2 水洗化率：水洗化し、浄化槽も含めた汚水処理施設等を使用している人口の比率をいう。 

全道平均89.4%
（H22年度末）

全国平均75.1%
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200.0
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率（％）
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普及率
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(2) 水洗化の促進 

水洗化率（水洗化人口／処理区域内の利用可能人口）は、94.8％（平成 22 年度末）となってい

ますが、地区別にみると阿寒処理区や音別処理区では若干低い状況がうかがえます。また、下水道

への接続に関しては、釧路市下水道条例で「供用開始の日から 180 日以内の排水設備の設置」を規

定するとともに、下水道法で「公示日から 3年以内の水洗化」が規定されていますが、老朽家屋や

高齢者世帯であること、経済的事情があることを理由に未接続・未水洗化が現存しており、未接続

世帯の減少と水洗化率の向上が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.８ 地区別の水洗化率（平成 22 年度末） 

(3) 施設計画 

水洗化率が 70％台の処理区については、今後普及が進めば水量の増加により、現状の処理能力で

は適正な処理ができず、公共用水域の水質に悪影響を及ぼす可能性があります。このため施設の増

設については、今後の人口の減少や流入水量などを十分踏まえた中で適切な規模となるよう検討が

必要となります。 

 

(4) 総合的な処理手法の確立 

都市部においてはスケールメリットの大きい、公共下水道が集合処理として整備されてきました

が、郊外や山間部など分散された地区については、個別処理として合併浄化槽による汚水処理の方

が適しています。このため、釧路市の取り組みとして、下水道処理区域外における合併浄化槽の普

及を目的とした、合併処理浄化槽1設置への補助を行っています。 

また、総合的な汚水処理の推進を目指すため、釧路市、釧路町、白糠町、鶴居村のし尿及び浄化

槽汚泥の処理について、生活排水処理の一元化及び効率化を図ることを目的とした「ＭＩＣＳ事業

2（汚水処理施設共同整備事業）｣について平成 25 年度供用開始に向け、施設整備を進めています。 

将来の人口減少や高齢化社会の進行、厳しい財政の中、全ての人々が下水道の恩恵を受けられる

                             
1 合併処理浄化槽：し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽。 
2 ＭＩＣＳ事業：Ministry Intelligence Comprehensive System 事業 
効率的な汚水処理事業を展開するため、複数の汚水処理施設が共同で利用する施設（共同水処理施設）を基本的に下水道敷地内に整
備し、他の汚水処理と一括処理することにより、効率的な維持管理や複数の行政施設の集約化を行うこと。 

68.9
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ようにするため、下水道事業によって整備された地区では水洗化率の向上を目標にし、また、下水

道事業の計画のない地区では、本市の合併浄化槽設置助成制度などの活用を推進することによって、

汚水処理の普及促進を実現するための環境を整えていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

３.２.３ 水環境の保全 

釧路市には、北部に広がる雄大な釧路湿原や、西部・北西部・東部の豊かな森林の丘陵地、阿寒川

や釧路川などの多様な自然環境があり、こうした地域資源を活用した観光・レクリエーションの場に

は、一年を通じて大勢の人が訪れています。 

また、本市では、恵まれた水環境を活用したまちづくりを進めており、特に観光や漁業などについ

ては良好な水環境の創出が不可欠です。このため本市では積極的な下水道整備を行い、水環境の向上

に努めてきました。 

しかし、都市の発展に寄与するために整備してきた合流式下水道は、一定量以上の降雨が発生した

場合、未処理下水の一部が河川や海域に放流されてしまうという構造のため、公衆衛生及び水質保全

上の問題があります。 

本市における水環境の保全の現状と課題について以下に示します。 

 

(1) 放流水質 

本市は豊かな水資源に囲まれ、６つの下水処理場において、きめ細やかな運転管理体制のもと基

準に適した放流水質の維持に努めてきました。 

各下水処理場の放流先環境基準を示します。 

表 ３.４ 各下水処理場の放流先環境基準 

 古川下水 

終末処理場

白樺下水 

終末処理場

大楽毛下水 

終末処理場

阿寒湖畔下水

終末処理場

阿寒下水 

終末処理場 

音別 

浄化センター

処 理 区 古川 白樺 大楽毛 阿寒湖畔 阿寒 音別 

放 流 先 釧路川 太平洋 星が浦川 阿寒川 阿寒川 風連別川 

類   型 Ｅ 海域Ｃを準拠 Ｂ ＡＡ Ｂ Ｅを準拠 

環境基準値 
BOD1 10mg/ℓ 

以下

COD2 8mg/ℓ 

以下

COD 3mg/ℓ 

以下

BOD 1mg/ℓ 

以下

BOD 3mg/ℓ 

以下 

BOD 10mg/ℓ 

以下

                             
1 ＢＯＤ：Biochemical Oxygen Demand 
生物化学的酸素要求量といい、水の汚れ具合（有機物の量）を示す、主に河川の水質を測る代表的な指標。水中の酸素を使って汚れ
を分解する微生物が、対象となる水の汚れを分解するときに使用した酸素量を調べるもので、単位は㎎/ℓ。汚れている水ほど分解に
酸素が必要となるため、ＢＯＤの値は高くなる。 

2 ＣＯＤ：Chemical Oxygen Demand 
水の汚れ具合（有機物の）を示す、主に海水や湖沼の水質を測る代表的な指標。薬品を用いて調べ、単位は㎎/ℓ。化学的酸素要求量
の略。 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○衛生的で快適な暮らしを支える 

○下水道の普及及び水洗化を促進する 

○安全な水環境の保全に努める 

○汚水処理施設の集約化による行政コストの軽減を図る 
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(2) 合流式下水道の改善 

合流式下水道の改善のため、平成 16 年度に「合流式下水道改善計画」を策定し、平成 25 年度中

の完了を目標に改善事業を実施しています。対策については、スクリーン1の設置、雨水滞水池への

改造、堰
せき

のかさ上げについて既に整備を行っており、一部管路の分流化等の実施を残しています。 

 

表３.５ 合流式下水道の改善目標 

項目 目標 実施内容 

汚濁負荷量2の削減 
分流式下水道3と同程度以下の汚濁負

荷量とする 

古川下水終末処理場にある施設を雨水

滞水池へ改造、一部区域における管路

の分流化、分合流の解消 

公衆衛生上の安全確保 
合流式下水のすべての吐き口からの

未処理下水の放流回数半減 

２箇所の雨水吐き口で、堰のかさ上げ

を実施 

きょう雑物4の削減 
合流式下水すべての吐き口において、

きょう雑物の流出防止 

７箇所の雨水吐き口で、スクリーンを

設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 スクリーンの設置状況 

 

下水処理場からの処理水（放流水）は環境基準を守るとともに、合流式下水道の改善については

目標年次までに対策を実施し、今後とも放流先河川や海域の水質の維持に努めなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 スクリーン：雨天時の合流下水に含まれているきょう雑物が川に直接放流されることを防ぐため、きょう雑物を取り除く施設。 
2 汚濁負荷量：汚水や雨水に含まれる、水質を汚濁する物質の総量。 
3 分流式下水道：雨水と汚水を別々の管路系統で排除する方式。汚水のみを処理場に導く方式であるため雨天時に汚水を公共用水域に
放流することがないので、水質汚濁防止上有利である。 

4 きょう雑物：ごみやトイレットペーパー等、下水に含まれる固形物。 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○安全な水環境の保全に努める 
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３.２.４ 浸水対策 

釧路市の下水道事業では、下水道施設の主な役割である雨水排除、浸水の防除を図るため雨水管路

の整備を行い、人命、財産の保護と都市機能の確保に努めてきました。 

本市では、大きな浸水被害は 近発生していませんが、他の地域では近年、下水道の能力水準を上

回る集中豪雨（ゲリラ豪雨）が頻発し、浸水被害が発生しています。多発する集中豪雨などは、時間

により雨の降り方が急激に変化することから、この様な気象条件にも下水道事業は対応が求められま

す。釧路市では１日 大降水量にあまり変化はみられませんが、１時間 大降水量は若干増加傾向に

あり、短時間に集中した降雨が発生していると推測されます。 

本市における浸水対策の現状と課題について以下に示します。 

 

これまでの雨水管路の整備は、面積整備率（整備面積／認可計画面積）60.6％（平成 22 年度末）

となっていますが汚水整備に比べまだ不十分です。これまでも都市の発展にともない、下水道事業に

おいては、降雨強度の見直し等を行い対応してきましたが、部分的な冠水の発生や、集中豪雨への対

応など、今後も浸水対策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.９ 釧路市の年間降水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１０ 釧路市の 1日最大降水量の推移 
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図 ３.１１ 釧路市の 1時間最大降水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１２ 雨水管の整備面積推移（合流含む）（便宜上、処理区単位で表現） 

 

雨水管や既存排水路により浸水被害は少ない状況にありますが、未整備の区域については今後も被

害を発生させないよう整備の推進と既存施設の維持が必要です。また、必要に応じ機能の増強をして

いくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 
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３.２.５ 地震対策 

地震の多発地域である本市では、大きな地震によって過去に３度に渡り下水道施設が被害を受け、

市民生活に影響を及ぼしました。主な被害は、地盤の液状化による管路やマンホールの浮き上がり、

下水処理場の伸縮継ぎ手のズレなどが確認されています。 

地震により下水道施設が被災した場合には、市民生活に大きな影響を及ぼし、公共用水域への悪影

響も懸念されますが、施設の耐震化は多額の費用がかかるため大きな課題の一つとなっています。 

また、東日本大震災のような、地震に伴う津波被害も大きな課題となっています。 

 

表 ３.６ 釧路市下水道の過去の地震被害 

 
地震名 地震の規模 

釧路市内の 

最大震度
下水道の主な被害 

1993年 

1月15日 

平成 5年（1993年） 

釧路沖地震 

釧路沖 

Ｍ7.5 
6 

マンホールの浮き上がり 

下水処理場の伸縮継手のズレ 

1994年 

10月4日 

平成 6年（1994年） 

北海道東方沖地震 

根室半島沖 

Ｍ8.2 
6 管路やマンホールの浮き上がり 

2003年 

9月26日 

平成15年（2003年） 

十勝沖地震 

釧路沖 

Ｍ8.0 
5 強 管路やマンホールの浮き上がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市下水道の地震被害状況 

（平成 5年 釧路沖地震） 

躯体継手部の破損による汚水流出被害

（平成 5年 釧路沖地震） 

予備曝気棟と水処理棟の隙間発生

（平成 15 年 十勝沖地震） 

管路の浮き上がり等による陥没被害

（平成 15 年 十勝沖地震） 

液状化によるマンホール突出被害
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本市における地震対策の現状と課題について以下に示します。 

 

下水道施設の耐震対策については、「下水道施設 耐震化基本計画書」を策定し、耐震化対策の基

本方針や被災時の応急対策についてまとめています。その中で、各施設の重要度等を検討しており、

特に避難施設が接続されている管路等については、重要な幹線として位置づけをしています。 

 

表 ３.７ 重要な幹線とその他の管路の延長 

下水道管路延長 重要な幹線延長 割合 

1,409km 170km 12.10％ 

（重要な幹線延長は平成 19 年計画時点の延長） 

 

耐震化の取り組みについては、平成 17 年度の下水道施行令の改正により、その後の下水道施設に

は耐震性能を有した施設の整備を行っています。施行令改正以前に整備した下水処理場や中継ポンプ

場については、平成 22 年度に、各施設の重要度や対策の必要性により耐震診断を行い、耐震補強の

優先順位を設定しています。 

管路については、平成 14 年以降から重要な幹線を中心に耐震化を実施していますが、それ以前の

既存管については、耐震診断を実施していない状況です。 

また、地震による津波被害を 小限とするため、処理場やポンプ場における防水対策、浸水対策が

必要です。 

 

表 ３.８ 釧路市下水道施設の耐震診断実施状況（処理場） 

耐震の取り組み（実施概要） 

処理場名 
建 設 

着手年 機能別施設名 耐震診断 
耐 震 化 

補強工事等 

管理棟・沈砂ポンプ棟 実施済 実施済 

吐水槽 実施済  

予備曝気槽・水処理棟 実施済  
古川下水終末処理場 昭和 45 年 

汚泥棟、１・２系濃縮槽 実施済  

管理棟 実施済  

水処理棟 実施済  白樺下水終末処理場 昭和 53 年 

汚泥処理施設 実施済  

管理棟他 実施済  
阿寒湖畔下水終末処理場 昭和 51 年 

汚泥処理施設 実施済  

※昭和 56 年の建築基準法改定前に設計された施設（建物等）を対象としている。 
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表 ３.９ 釧路市下水道施設の耐震診断実施状況（ポンプ場） 

耐震の取り組み（実施概要） 

ポンプ場名 
建 設 

着手年 機能別施設名 耐震診断 
耐 震 化 

補強工事等 

旭町中継ポンプ場 昭和 43 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

愛国第一中継ポンプ場 昭和 51 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

浜町中継ポンプ場 昭和 49 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

南浜中継ポンプ場 昭和 55 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

大川中継ポンプ場 昭和 57 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

蛯川汚水中継ポンプ場 昭和 58 年 ポンプ場（建物本体） 実施済  

※昭和 56 年の建築基準法改定前に設計された施設（建物等）を対象としている。 

 

また、災害等の危機管理対応については、災害対策法の規定に基づき作成された「釧路市地域防災

計画」、水防法の規定に基づき作成された「釧路市水防計画」等に則り対応するとともに、平成 19 年

度に策定した「下水道施設地震被害減災計画検討書」における「下水道管路施設地震被害緊急対応マ

ニュアル」や「下水道処理場・ポンプ場施設地震被害緊急対応マニュアル」により、災害時職員配置

体制を定め、応急対策を講じることにしています。 

 

早急な耐震対策が望まれますが、財政状況も踏まえながら、防災と減災の両面から地震対策を考え

ます。また、災害時には、効率的で迅速な対応を行うためには日頃からの訓練が必須であり、各種災

害訓練を実施するとともに、既存の緊急対応マニュアルの改訂等の整備が求められます。また、大規

模な地震や津波災害において、事業の早期復旧と継続性の確保を迅速かつ的確に実施し、下水道サー

ビスの安定供給が行えるよう、より実効性の高い危機管理体制を構築していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○地震から下水道施設を守る 

○災害時等の危機管理を強化する 
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３.２.６ 下水道資源・資産の活用 

下水道施設は、汚水を処理する過程で多くのエネルギーを消費する一方で、処理した水や汚泥、消

化ガス1などの資源が発生します。これらを有効に活用し、効率的な運転を行うことによって、持続可

能な循環型社会の構築を目指すことは今後の重要な課題です。 

本市における環境への配慮の現状と課題について以下に示します。 

 

本市の下水汚泥は、それぞれの下水処理場で処理を行っており、乾燥させた汚泥については、堆肥

センターにてコンポスト2化し緑農地利用を行っています。 

また、古川下水終末処理場、大楽毛下水終末処理場や阿寒湖畔下水終末処理場では汚泥消化設備を

有しており、この設備から発生する消化ガスを、ボイラーの燃料に使用し消化槽の加温を行い、重油

の使用量を削減することにより、発生する資源を自らの下水処理場の熱エネルギーとして有効活用を

図り、地球温暖化防止に寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な下水道事業を目指し、地球温暖化、資源の循環利用などに配慮し、対策実施に向けて検

討を進めなければなりません。 

 

 

 

 

 

                             
1 消化ガス：微生物により汚泥の有機物を分解・安定化することを消化といい、消化する際に発生するガスを消化ガスという。 
2 コンポスト：汚泥ケーキ単独または粗大有機物を混合して、好気性発酵させたもの。 

汚泥コンポスト施設 

農地へ散布作業

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○下水道資源の有効活用を図る 

○下水道エネルギーを有効に活用する 

○省エネルギー・新エネルギー設備の導入を検討する 
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３.２.７ 下水道事業経営 

下水道事業は、利用者へのサービスの維持に努めることが重要であるとともに持続可能な下水道事

業を目指す上で、経営面において健全である必要があります。 

本市における下水道事業経営の現状と課題について以下に示します。 

 

(1) 経営の状況 

釧路市は、道内他都市と比べて立ち遅れていた下水道の普及率向上に対する多くの市民要望を受け、

昭和 50 年代に積極的な建設投資を行い、普及率を飛躍的に向上することができました。 

しかしながら、その財源の多くを企業債（市の借金）で調達したことから、後年次に多額の元利償

還金1（借金の返済）として経営を圧迫することとなり、平成 22 年度末で約 81 億円もの資金不足額（不

良債務）を抱えることとなりました。 

大変厳しい経営状況にありますが、将来にわたり安定した経営を続けていくため資金不足の早期の

解消が 重要課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１３ 財政状況の推移 

 

 

 

 

 

                             
1 元利償還金：地方債の発行後、各事業年度に支出する元金と利息の償還額、または一定期間に支出する元金、利息の償還金の総額。 
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図 ３.１４ 企業債元利償還金の推移 

 

(2) 人口減少の進行 

釧路市の人口は、昭和 57 年度までは増加傾向にあり、22 万 8 千人が居住していましたが年々減

少を続け、現在ではピーク時の 8 割程度の 17 万 9 千人（平成 22 年度末）まで減少し、平成 32 年

度（9年後）には、15 万 6 千人と現在の約 8割に減少するとも言われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１５ 釧路市の総人口の推移と将来予測 

（平成 20 年 12 月 国立社会保障・人口問題研究所推計値） 
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また、人口構成では、平成 22 年度で 2 割強だった 65 歳以上の人口比率が平成 33 年度には総人

口の 4割強と予測されており、高齢化が一層進むといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１６ 釧路市の総人口に占める年齢構成率の将来予測 

（平成 20 年 12 月 国立社会保障・人口問題研究所推計値） 

 

(3) 事業計画の見直し 

下水道整備への投資を行った結果、下水道の普及率は昭和 52 年（1977 年）以降、急速に上昇し

てきました。現在では大部分の市民が下水道を使える普及率まで達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１７ 下水道計画人口と下水道普及率の推移 
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下水道計画は将来の都市の規模に応じ策定していきますが、昭和 50 年代半ばまでは右肩上がり

に増加傾向であった人口も、バブルの崩壊、金融機関の破綻、炭鉱の閉山が重なり、以降、減少の

一途をたどっている状況が続いています。 

下水道計画においてもこれらの状況を踏まえ各種計画と整合を図りながら、今後においても、そ

の時々の社会情勢に応じた、見直しを行っていく必要があります。 

 

(4) 情報公開・広報活動の状況 

情報の提供・共有については、釧路市情報公開条例、釧路市個人情報保護条例及び釧路市民意見

提出手続条例等を準用しながら、公営企業の諸活動を説明し市民の理解と信頼を深めるとともに、

個人の権利利益の保護と公正で民主的な事業の実現、市民との協働に努めています。 

また、広報活動については、毎年 9 月 10 日の｢下水道の日｣の関連事業としての古川下水終末処

理場の一般開放を実施するほか、「広報くしろ」への各種記事掲載、広報紙折込みによる「こんに

ちはくしろの上下水道」の発行（12 月）、転入者等配布用パンフレット「くしろの水道・下水道」

の作成（3 月）、「水洗化普及用パンフレット」の作成などを行うとともに、市ホームページを通じ

た情報発信に努めています。 

 

(5) 人材・組織の状況 

本市においては、平成 16 年度に上・下水道部門を統合し、翌 17 年度に組織再編に伴う 11 人（下

水道部門 4 人）の定数削減を行い、以後、「活力創生釧路市集中改革プラン」に呼応した取り組み

等の中で、平成 19 年度には 2人（下水道部門 2人）、平成 20 年度には 5人（下水道部門 3人）、平

成 21 年度には 2人（下水道部門 1人）の定数削減を行ってきました。 

平成 22 年度にはサービス課料金担当・収納担当・メーター担当に係る検針・収納・窓口業務等

一連業務の包括的民間委託による 14 人減など計 15 人（下水道部門 1人）の定数削減を行い、組織・

機構の見直し及び職員定数の適正化に努め、効率的な事業運営体制の構築に努めてきたところです。 

また一方では、近年、高度経済成長期の採用者が相次いで定年を迎える中、下水道事業に係る技

術革新に迅速かつ的確に対応できる人材の育成、下水道施設の維持管理を担う技術の継承が大きな

課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３.１８ 職員数の推移（合併後） 
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図 ３.１９ 職員年齢構成 

 

今後、持続的に安定した下水道サービスを提供していくためには、経営の現状把握を行うとともに、

将来の見通しを明らかにした上で、経営基盤強化に取り組むことが重要です。既に進められている『釧

路市財政健全化計画』を基本に、今後とも経営の健全化に取り組んでいきます。 

さらに、下水道の役割に配慮した下水道事業の方向性を見出した上で、長期的な視点に立った下水

道経営計画に則り事業を進め、その検証を続けていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○経営の効率化・健全化を進める 

○組織・機構の見直しを図る 

○人材の育成と下水道技術の継承を進める 

○情報公開と広報活動の充実を図る 
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４ 下水道事業の目指すべきすがた 

４.１ 基本理念 

今後の下水道施策の取り組みを進める上で、釧路市下水道事業の進むべき目標を市民に広く理解し

ていただき、釧路市の豊かな自然、海・川・湖・大地を保全し、自然と共生した街づくりを基本とし、

未来の子供達に引き継ぐために、基本理念（キャッチフレーズ）を掲げます。 

 

これからは、普及向上を目指した拡張の時代から維持管理の時代に向け、サービスを享受する市民

の側に立った、持続可能な下水道事業の推進を実現するため、より一層、安全・安心・快適な生活環

境の創造を 優先し、人口減少・少子高齢化社会に対応した、健全な下水道事業経営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市下水道事業の基本理念 

『『豊豊かかなな環環境境ととななるる持持続続可可能能なな下下水水道道のの創創造造』』
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４.２ 施策目標 

基本理念を実現するため、各課題に対する取り組みの方向性を整理し、６つの施策目標を設定し、

今後はこの目標の実現を目指し施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取り組みの方向性 ◆下水道が抱える課題 

●衛生的で快適な暮らしを支える 

●下水道の普及及び水洗化を促進する 

●安全な水環境の保全に努める 

●汚水処理施設の集約化による行政コストの軽減を図る

２）汚水処理と普及 

●安全な水環境の保全に努める ３）水環境の保全 

●経営の効率化・健全化を進める 

●組織・機構の見直しを図る 

●人材の育成と下水道技術の継承を進める 

●情報公開と広報活動の充実を図る 

７）下水道経営 

１）下水道ストックの維持管理 

●安定した下水道施設の維持管理を図る 

●下水道が主因となる事故を防止する 

●効率的な維持管理情報の運用を図る 

●下水道資源の有効活用を図る 

●下水道エネルギーを有効に活用する 

●省エネルギー・新エネルギー設備の導入を検討する 

６）下水道資源・資産の活用 

●地震から下水道施設を守る 

●災害時等の危機管理を強化する 
５）地震対策 

●円滑な雨水排水を促す 

●雨による被害を最小限に抑える 
４）浸水対策 
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基本理念を実現するための施策目標 

施施策策目目標標１１  下下水水道道施施設設のの適適正正なな維維持持管管理理  

既存ストックを適切に維持管理し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの視点にたった計

画的な改築を目指します。 

施施策策目目標標２２  安安全全でで快快適適なな水水環環境境のの保保全全  

汚水の効率的な普及を進め公衆衛生の安全を目指します。また、市民生活や自然環境の変化に

も対応し放流水質の安定確保を目指します。 

大雨にも負けない、雨水システムの構築を目指します。 

施施策策目目標標３３  雨雨にに負負けけなないい下下水水道道  

施施策策目目標標４４  地地震震にに負負けけなないい下下水水道道  

被災時にも最低限の機能を確保できるよう、地震に強い下水道システムを目指します。 

施施策策目目標標５５  資資源源循循環環のの推推進進、、施施設設のの有有効効活活用用  

循環型社会の構築への寄与という新たな役割の達成を目指します。 

施施策策目目標標６６  下下水水道道事事業業のの健健全全なな経経営営  

健全な経営に努め、持続可能な下水道事業を目指します。また、人口減少や将来施策に配慮し

長期的視点に立った下水道経営を目指します。 
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５ 具体的施策体系 

６つの施策目標に対する具体的な行動を示した、施策体系を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１ 下水道事業施策取り組み体系 

施施策策目目標標２２  

安安 全全 でで 快快 適適 なな  
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施施策策目目標標１１  

下下 水水 道道 施施 設設 のの  

適適 正正 なな 維維 持持 管管 理理  

施施策策目目標標３３  

雨雨 にに 負負 けけ なな いい 下下 水水 道道  

(1)安定した下水道施設の維持管理を図る 

基本 

理念 
施 策 目 標 具体的な施策 
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ななな

下下下

水水水

道道道

ののの
創創創

造造造   

ア 下水道施設の更新 

ア 老朽管調査 

イ 管路の異常箇所対策 

ア 雨水管の整備 

ア 汚水整備／私道整備 

ウ 不明水対策 

ア 台帳システムの構築 

イ 施設の増設 

ア 普及および水洗化の促進

ア 合流式下水道の改善 

ア ＭＩＣＳ整備 

ア 他事業関連整備 

ア 施設の耐震対策 

ア 危機管理の強化 

ア 下水道汚泥の緑農地還元

ア 消化ガスの有効活用 

ア 省エネ・新エネの検討 

ア 経営の効率化 

イ 事業費の効率的な投入 

ウ 財源の確保 

ア 組織・機構の見直し及び
  職員定数の適正化 

ア 人材の育成 

イ 下水道技術の継承 

ア 情報公開 

イ 広報活動 

(2)下水道管路が主因となる事故を防止する

(3)効率的な維持管理情報の運用を図る 

(1)衛生的で快適な暮らしを支える 

(2)下水道の普及および水洗化を促進する 

(3)安全な水環境の保全に努める 

(4)汚水処理施設の集約化による行政コスト

の軽減を図る

(1)円滑な雨水排水を促す 

(2)雨による被害を最小限に抑える 

(1)地震から下水道施設を守る 

(2)災害時等の危機管理を強化する 

(1)下水道資源の有効活用を図る 

(2)下水道エネルギーを有効に活用する 

(3)省エネルギー・新エネルギー設備の導入を

検討する

(1)経営の効率化・健全化を進める 

(2)組織・機構の見直しを図る 

(3)人材の育成と下水道技術の継承を進める

(4)情報公開と広報活動の充実を図る 

施施策策目目標標４４  

地地震震にに負負けけなないい下下水水道道  

施施策策目目標標５５  

資資 源源 循循 環環 のの 推推 進進 、、  

施施 設設 のの 有有 効効 活活 用用  

施施策策目目標標６６  

下下 水水 道道 事事 業業 のの  

健健 全全 なな 経経 営営  
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施策目標１ 下水道施設の適正な維持管理 

 

施設の不具合によって、市民の社会生活に重大な影響を及ぼすことがないよう適切な維持管理に努

めます。また、少子高齢化や人口減少など社会情勢の変化と、下水道が今後求められるニーズに適切

に対応し安全で安心な下水道サービスを提供します。今後はストックマネジメント1の考えを取り入れ

た、サイクル型維持管理体系の構築を視野にいれます。 

 

(1) 安定した下水道施設の維持管理を図る 

ア 下水道施設（管路、下水処理場、中継ポンプ場）の更新 

老朽化した下水道施設の増大による施設の機能停止や道路陥没などの事故の未然防止、建設費

と維持管理費を併せたライフサイクルコスト2の 適化を図るため、予防保全的維持管理の観点を

踏まえた計画の策定に取り組みます。施設の点検・調査から得られる情報を基に、随時、施設の

長寿命化や更新を施設の重要度を加味し優先度の高いものから計画的に実施します。 

また、急速に整備された膨大な量の下水道ストックは、今後一斉に更新の時期を迎えます。更

新費用の集中が下水道事業を圧迫しないよう計画的な更新に努めます。 

 

(2) 下水道管路が主因となる事故を防止する 

ア 老朽管調査 

今後も老朽化した管路が増えていくため、状況把握に必要な点検・調査を進めます。 

イ 管路の異常箇所対策 

管路施設の機能に支障となる異常箇所について対策を実施します。 

ウ 不明水対策 

対象地域を限定し雨天時調査や原因特定等から不明水量を減らす対策を進めます。また、長雨

等の降雨時には管路の能力が不足し、各戸で水洗不能が発生するなど下水道サービスが満足に提

供されない場合があります。これまでは、発生時において個別対応するなど、事後対応的な措置

がなされてきましたが、大雨に備えるためにも、対策箇所の特定や汚水管路のバイパス化など、

下水道システム全体としての対応を検討していきます。 

 

(3) 効率的な維持管理情報の運用を図る 

ア 台帳システムの構築 

施設機能を確実に発揮するためには、日常点検と定期点検の結果から施設の現状や健全度を把

握することが重要です。計画的な維持管理や施設更新に取り組むため、台帳情報や点検・調査結

果を記録する台帳システムの構築によりデータベース化を進めます。 

 

 

                             
1 ストックマネジメント：既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減
する技術体系及び管理手法の総称。ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新築（改築）を繰り返す、いわゆる「ス
クラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマネジメント」を活用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・
改修時の費用対効果等を総合的に勘案した上で、解体・用途変更・改修・改築など、その施設にとってどれがよりよい方法なのか判
断することができる。 

2 ライフサイクルコスト：LCC：Life Cycle Cost 
ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総計。 
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施策目標２ 安全で快適な水環境の保全 

 

いまだ下水道を利用できない地区については、引き続き下水道の整備を進めていきます。また、下

水道の整備区域については、接続（水洗化）されていない世帯や事業者に対して、今後も個別訪問や

電話、チラシの配布による啓発活動などによって普及促進を図ります。 

今後、生活様式や環境の変化にともない、流入水質や放流水域にも変化があらわれてくることが予

見されますが、運転管理体制の更なる充実を図り、放流水質の維持と公共用水域の水質保全や向上に

努めていきます。 

 

(1) 衛生的で快適な暮らしを支える 

ア 汚水整備/私道整備 

建物の建設等に合わせ未整備地区に汚水管を布設します。また、私道に個人で整備された管路

の維持管理を行います。 

イ 施設の増設 

現在の人口や流入水量などを十分踏まえた中で適切な規模となるよう見直しを行います。 

 

(2) 下水道の普及および水洗化を促進する 

ア 普及および水洗化の促進 

未接続世帯の減少と水洗化率の向上を目指し、「水洗便所改造資金融資あっせん制度」や「工

事補助金交付制度」を継続するとともに、制度の周知に努めます。 

未接続世帯及び未水洗化世帯への指導にあたっては、定期的な文書送付、訪問による指導など

を効率的・効果的に実施します。 

 

(3) 安全な水環境の保全に努める 

ア 合流式下水道の改善 

計画の実施に向け、残る整備を実施します。 

また、今後とも放流先河川や海域の水質維持に努めます。 

 

(4) 汚水処理施設の集約化による行政コストの軽減を図る 

ア ＭＩＣＳ整備 

大楽毛下水終末処理場内に、し尿受け入れ施設や設備機器の整備を行います。 
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施策目標３ 雨に負けない下水道 

 

(1) 円滑な雨水排水を促す 

ア 雨水管の整備 

本市の公共下水道における浸水対策は、低地の浸水予想区域を中心に雨水管の整備を行ってき

ましたが、汚水整備に比べ不十分であることから、今後も地域ごとの状況を踏まえた雨水管の整

備を段階的に進めていきます。 

また、大雨に対応するため、既存施設の増強や道路排水管の再整備など、既存施設を下水道計

画レベルの排水能力へと見直す整備レベルの向上などについて進めます。 

 

(2) 雨による被害を最小限に抑える 

ア 他事業関連整備 

道路事業や河川事業、港湾整備事業との連携による浸水被害の軽減についても取り組んでいき

ます。 
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施策目標４ 地震に負けない下水道 

 

(1) 地震から下水道施設を守る 

ア 施設の耐震対策 

下水処理場や中継ポンプ場については、各施設の重要度による耐震補強等を随時行っていきま

す。また、耐震診断を実施していない管路施設については、優先度を踏まえ主要幹線や防災上必

要な管路など重要度の高い管路から診断を実施します。 

全ての施設を耐震化することが理想ですが、対策に膨大な費用がかるため財政状況の厳しい現

在では難しい状況です。したがって、重要な施設から補強などの耐震化（ハード1的対策）を進め

ます。 

 

(2) 災害時等の危機管理を強化する 

ア 危機管理の強化 

地震・津波などの災害にあっても、事業の継続性を確保し、下水道サービスの安定供給をする

ことが必要です。被害を 小限に抑えるために、関係部局との連絡体制の強化や被災時の公衆衛

生を確保するための施策（ソフト2対策）について取り組み、効果的で迅速な対応を行うための改

善策の検討や組織・機構再編に伴う改訂などを適宜行い、現行の危機管理体制の強化を図ります。 

また、災害時に効率的で迅速な対応を行うためには、日頃からの訓練が必須であり、施設維持

管理委託事業者とも連携しながら各種災害訓練を実施するとともに、排水設備工事指定店に対す

る研修会や関係団体主催の研修会等で災害時対応についての情報・意見交換を適宜実施していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

                             
1 ハード：主に道路や施設の整備等、構造物の建設が必要なもの。 
2 ソフト：主にサービスの提供や事業実施の環境づくりなど 
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施策目標５ 資源循環の推進、施設の有効活用 

 

(1) 下水道資源の有効活用を図る 

ア 下水道汚泥の緑農地還元 

下水道は、雨水や処理水、汚泥など様々な資源を有しています。循環型社会構築のため、下水

道汚泥のコンポスト化等による緑農地での有効活用について継続します。 

また、下水道汚泥は都市部から発生する定量、定質で優良な資源と認識し、時代のニーズに合

った持続可能な有効活用について、今後も様々な検討を行っていきます。 

 

(2) 下水道エネルギーを有効に活用する 

ア 消化ガスの有効活用 

今後も、下水処理場の汚泥消化設備から発生する消化ガスを活用して、消化槽の加温を行い、

重油の使用量の削減を図っていきます。 

平成 25 年度より、新たにＭＩＣＳ事業として、大楽毛下水終末処理場に近隣町村からの浄化

槽汚泥やし尿を受け入れるため、新たな施設建設を進めています。今後、大楽毛下水終末処理場

の消化ガスの有効活用の検討を行うとともに、下水処理場での下水道資源の有効活用について検

討を進めていきます。 

 

(3) 省エネルギー・新エネルギー設備の導入を検討する 

ア 省エネ・新エネの検討 

都市の発展や生活様式の変化にともなう資源やエネルギーの大量消費は、大気中に多量の温室

効果ガス1を排出し、地球環境に重大な影響を与えています。 

下水道施設は循環型社会を支える社会資本整備の一端を担っており、省エネルギー対策や、自

然エネルギーなどの新エネルギーの利用促進により、地球温暖化防止対策に取り組んでいく必要

があります。 

このため、施設の改築・更新にあわせて省エネルギー機器の導入や、運転管理の効率化によっ

て、更なる省エネルギーを推進します。 

 

                             
1 温室効果ガス：太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を温める働きがあるガス。地球温暖化の主な原因とされ、二酸化炭素、メタン
及びフロンガスなどがある。 
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施策目標６ 下水道事業の健全な経営 

 

(1) 経営の効率化・健全化を進める 

ア 経営の効率化 

下水道事業会計の資金不足額（不良債務）は平成 22 年度末で約 81 億円に達しており、この資

金不足解消の目標年次を平成 33 年度とし、確実な達成に向け、より効率的な事業運営を進めて

いきます。 

下水道施設の維持管理費については、施設の老朽化に伴い増加傾向にありますが、下水処理場

等の運転管理について包括的民間委託を導入し、効率的な管理運営による経費の節減に努めてい

ます。今後も適切な維持管理を行いながら、委託範囲の拡大の検討により民間事業者の技術を活

用した効率化を図るなど、運営経費の節減を図ります。 

また、管路施設の適正な維持管理を図り、有収率1を向上させ、不明水の処理に要する費用を抑

制します。 

イ 事業費の効率的な投入 

本市の下水道普及率は平成 22 年度末で 98.1％に達し、汚水整備については概成状況にありま

すが、下水道施設の建設事業については、限られた財源の中で基本理念実現のため 大の効果を

発揮できるよう、事業の緊急性や重要性の観点から優先順位や事業内容を見直し、事業費の効率

的な投入を図っていきます。 

また、ストックマネジメントの導入により、施設の長寿命化と費用負担の平準化を図り、ライ

フサイクルコストの低減に取り組みます。 

ウ 財源の確保 

早期収納対策や累積滞納者対策などの未収金対策を強化するとともに、収納事務の包括委託に

よる民間事業者の専門性を活かし、より一層の収納率の向上に取り組みます。 

過去の高金利時代の起債（借金）に対する支払利息が多額となっていることから、起債の借り

換えを行ってきましたが、さらに支払利息の圧縮を図るため、今後も借り換え対象範囲の拡大を

国等へ働きかけていきます。 

また、下水道事業で保有する未利用資産については、売却や貸付などの有効活用に取り組み増

収を図ります。 

 

                             
1 有収率：下水道で処理した汚水のうち使用料収入の対象となる有収水の割合で、施設の効率性を示す指標の一つ。 
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(2) 組織・機構の見直しを図る 

ア 組織・機構の見直し及び職員定数の適正化 

公営企業として経営の健全化を図る上で、「安全・安心」を確保しながら事業を「効率的」に

運営することが求められており、（仮称）下水道事業あり方検討委員会を設置し、効率的な事業

の執行に向けた組織のあり方を検討するとともに、「財政健全化推進プラン」に基づく定員の適

正化や組織・機構、事務事業の見直し等に取り組みます。 

 

(3) 人材の育成と下水道技術の継承を進める 

ア 人材の育成 

人材の育成にあたっては、日本下水道協会をはじめとした関係公益法人等が実施する各種研修

会等へ計画的に職員を派遣するとともに、人事異動後の業務指導体制の構築や課内研修の実施な

どを適切に行い、職場における指導・研修体制の充実を図ります。また、関係団体等が主催する

研修会等に講師として職員を派遣し資質の向上を図ります。 

 

イ 下水道技術の継承 

下水道技術の継承にあたっては、技術者について、民間勤務経験者の配置や年齢構成の適正化

に努めます。 

また、職場における指導・研修体制の充実を図るとともに、職員の共通認識を徹底するため、

技術マニュアルや作業フローチャート図の作成などによるノウハウの明確化や蓄積を図り、着実

な継承に向けた取り組みを推進します。 

 

(4) 情報公開と広報活動の充実を図る 

ア 情報公開 

情報の提供・共有については、これまでどおり、釧路市情報公開条例及び釧路市市民意見提出

手続条例等の適正な運用に努めていくとともに、広報紙やホームページなどを積極的に活用した

情報発信を行うことで、より開かれた事業運営に取り組んでいきます。 

また、個人情報の取扱いにあたっては、「釧路市個人情報保護条例」及び「釧路市情報セキュ

リティーポリシー」に基づき適正な管理が求められており、記憶媒体の管理をはじめとした、情

報管理の更なる徹底に取り組みます。 

イ 広報活動 

情報発信としての広報活動については、これまでの取り組みを継続していくとともに、下水道

事業をより理解してもらうため、広報紙「こんにちはくしろの上下水道」やホームページなどへ

の掲載情報を工夫するとともに、パンフレット「くしろの水道・下水道」や「くしろの下水道」

の作成・配布を通じて市民に分かりやすい情報提供に取り組み、理解と信頼を深めていきます。 

また、9 月の「下水道の日」関連事業として実施している古川下水終末処理場の一般公開を継

続します。 
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６ 施策の実現に向けて 

６.１ 施策の実現と進捗管理 

６.１.１ 施策の実現 

釧路市下水道ビジョンは、平成 24 年度から平成 33 年度までの 10 年間の本市下水道事業の今後目指

すべき方向性を定めたものです。 

本ビジョンにおける施策目標を実現するための具体的な施策については、ＰＤＣＡという一連のマ

ネジメントサイクルを確立することで、効率的・効果的な事業の実施を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６.１ ＰＤＣＡによるマネジメントサイクル 

 

６.１.２ 進捗管理 

本ビジョンの施策体系に沿った実施計画として、5 年ごとの『釧路市下水道経営計画』を策定し、

進捗状況を管理します。 

 

６.１.３ 市民への公表 

進捗状況については、広報紙やホームページで公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施 

（Do） 

施策 

（Plan） 

 

（Check） 

改善・見直し

（Action） 

実績評価及び課題整理 
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６.２ 目指す下水道の指標 

各施策目標に応じた現状値と目標値を設定し、目標値の達成に向けて取り組みます。 

 

表 ６.１ 目指すべき目標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路の更新済延長 ─

ア
主要な設備機器の整備率
（処理場）

整備済設備機器数
　　　　　　/主要な設備機器数

主要な設備機器の整備率
（ポンプ場）

整備済設備機器数
　　　　　　/主要な設備機器数

管路詳細調査延長 ─

老朽管簡易カメラ調査率
簡易カメラ調査済面積
　　　　　/50年経過管地区面積

異常箇所の改築済箇所数 ─

市民通報件数 ─

公共下水道不明調査率 不明水調査済面積/事業認可面積

水洗不能箇所数 ─

(3)
効率的な維持管理情報の運用を
図る

ア 台帳システムの構築 データ化率 データ化済管路延長/管路総延長

(1) 衛生的で快適な暮らしを支える ア 汚水整備/私道整備 汚水面積整備率
整備面積（汚水）
　　　　　　/計画面積（汚水）

(2) 下水道の普及および水洗化を促
進する

ア 普及および水洗化の促進
下水道普及
　・水洗化の促進

─

事業着手状況 ─

整備面積 ─

(4)
汚水処理施設の集約化による行
政コストの軽減を図る

ア ＭＩＣＳ整備 事業の着手状況 ─

(1) 円滑な雨水排水を促す ア 雨水管の整備 雨水面積整備率
整備面積（雨水）
　　　　　　/計画面積（雨水）

(2) 雨による被害を最小限に抑える ア 他事業関連整備 他事業との連携状況 ─

(1) 地震から下水道施設を守る ア 施設の耐震対策 耐震補強実施済箇所数 ─

災害時等危機管理マニュアル
の改訂

─

施設維持管理委託事業者との
災害訓練

─

(1) 下水道資源の有効活用を図る ア 下水道汚泥の緑農地還元 下水道汚泥の活用率
下水道汚泥活用量
　　　　　　/下水道汚泥発生量

(2)
下水道エネルギーを有効に活用
する

ア 消化ガスの有効活用 消化ガス活用率 消化ガス活用量/消化ガス発生量

(3) 省エネルギー・新エネルギー設
備の導入を検討する

ア 省エネ・新エネの検討 使用電力量 ─

(1) 経営の効率化・健全化を進める ア 財源の確保 最終収納率
5年経過時収納額
　　　　　/調定額（5か年前）

(2) 組織・機構の見直しを図る ア
組織・機構の見直し及び
職員定数の適正化

職員定数の適正化 ─

各種研修会等への派遣 ─

職場内における業務指導及び
研修体制の充実

─

研修講師派遣の実施 ─

イ 下水道技術の継承 業務マニュアルの改善 ─

事業運営状況の公開 ─

個人情報の適正な管理 ─

イ 広報活動 広報活動の推進 ─

人材の育成

情報公開と広報活動の充実を図
る

情報公開

(3)

(4)

６
　
下
水
道
事
業
の
健
全
な
経
営

人材育成と下水道技術の継承を
進める

ア

ア

ア

災害時等の危機管理を強化する 危機管理の強化

安全な水環境の保全に努める 合流式下水道の改善(3)

(2)

ア

１
　
下
水
道
施
設
の
適
正
な
維
持
管
理

安定した下水道施設の維持管理
を図る

下水道施設の更新

下水道管路が主因となる事故を
防止する

老朽管調査

管路の異常箇所対策

不明水対策

施策
目標

算出式

ア

イ

ウ

目標となる指針具体的施策

(1)

(2)

５

４

３

２

安
全
で
快
適
な

水
環
境
の
保
全
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現状 中間目標 最終目標
Ｈ22 Ｈ28 Ｈ33 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

0kｍ 1.9km 8.8km

9.1% 23.1% 36.4%

20.3% 33.8% 41.4%

7km 49km 84km

17.5% 64.5% 100%

13箇所 28箇所 37箇所

1,360件 1,156件 1,015件

7.2% 10.5% 14.3%

0件 0件 0件

10.9% 100% 100%

93.6% 93.7% 93.8%

実施 継続 継続

推進
完了

（Ｈ25年度）
―

4.5ha 8.5ha ―

着手
完了

（Ｈ25年供用開始）
―

60.6% 61.1% 61.7%

推進 推進 推進

2箇所 3箇所 8箇所

検討 改訂 継続

検討 実施 実施

100% 100% 100%

93% 93.2% 93.2%

13,830千kWh 13,706千kWh 13,313千kWh

98.0% 98.1% 98.2%

55人 54人
組織・機構の見直し
などによる定数減

実施 推進 推進

実施 推進 推進

実施 推進 推進

実施 推進 推進

実施 拡大 拡大

実施 徹底 徹底

実施 推進 推進

前期 スケジュール 後期　スケジュール
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６.３ 施策別優先順位 

下水道ビジョンは、今後 10 年程度の目標を定めるものですが、優先順位づけを行った上で具体的施

策を進めていきます。 

汚水処理、浸水対策、水環境については、今後の役割に大きな変化はありませんが、今後ともその

役割を果たせられるよう、維持管理をしっかり行い事業を進めます。 

一方、新たな課題として、下水道事業経営、下水道ストック（下水道施設）の更新、地震対策、下

水道資源・資産等の資源循環の継続的な推進、施設の有効活用が挙げられています。 

これらの具体的な施策は、今後 10 年間の中で優先的に取り組みを行います。 
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７ 資 料 編 

７.１ 下水道ビジョン策定の意義 

下水道ビジョンの策定にあたり、国と地方自治体の役割分担が示されています。 

国は下水道事業の方向性を明確にするため、基本方針の提示や、確実な事業の実施にむけての法制

度、技術的基準の整備、指導及び助言等の関与を行います。 

地方自治体は地域の目標像を掲げ、実現に向けての関係部局との連携、ハードとソフトの一体化、

行政と住民の協働、民間活力の活用、行政区域を越えた取り組みなど、既存の枠組みにとらわれず、

地域に適した手段を組み合わせ、 適解の実現を目指します。 

 

７.２ 国における３つの下水道関連ビジョンの概要 

 

●●  『『平平成成 1177 年年 99 月月策策定定  下下水水道道ビビジジョョンン２２１１００００  概概要要』』  

我が国の下水道は、水洗化の向上、浸水防除、公共用水域の保全を目指し、下水道の整備を進

めてきました。今までの役割に対する残された課題としては、未普及地域の解消、浸水対策の強

化、合流式下水道の改善、閉鎖性水域の水質改善などがあります。 

しかし、近年、下水道を取り巻く環境は変化してきています。我が国の将来を見据えると、人

口減少や少子高齢化、産業構造の変化の進行など、社会情勢の変化が予想されています。また、

快適で便利な生活やよりよい環境を求める国民ニーズの変化、気候変化や鉱物資源の枯渇などの

地球規模の環境・エネルギー問題の深刻化、生物多様性の喪失など生態系劣化の深刻化などが進

むものと考えられています。 

このような中で、将来の社会や自然環境に対し、下水道に期待される役割、貢献できる機能も

変化していくものと考えられます。従来、長期的な視点として、四半世紀を見据えた基本的な方

針を示すと共に、中期的な視点として、今後5年程度の重点施策が具体的に提示されてきました。

今後は、より長期的なスケールで、将来を見据えていく必要があります。 

平成 17 年 9 月に『下水道ビジョン２１００』が策定されました。これは、今後の我が国にお

ける下水道中長期ビジョンであり、100 年というより長期的なスケールで 21 世紀の世の中の変化

を見据えて、下水道のあり方に関する方向性、それらを具体化する様々なアイデアなど示されて

います。 

持続可能な社会とするためには、循環型社会を構築する必要があり、そのための中核となる社

会資本が下水道であり、２１世紀型の下水道を目指すこととされています。 

この２１世紀型の下水道は、地域の持続的な発展を支える社会基盤として、これまでの「排除・

処理」から「活用・再生」への転換により、「循環のみち」を実現するものです。 

国(下水道政策研究委員会)では『下水道ビジョン 2100～下水道から「循環のみち」へ 100 年の

計～平成 17 年 9 月策定』や『下水道中期ビジョン～「循環の道」の実現に向けた 10 年間の取り

組み～平成 19 年 6 月策定』を発表し、平成 20 年度からの次期社会資本整備重点計画の策定に向

けて、下水道施策の基本的方向と施策ごとの整備目標及び具体施策の考え方についてとりまとめ

を行っています。この中で下水道は水循環のほか、物質循環、エネルギー循環等「循環のみち」

としての新たな視点からの下水道の役割が示されました。 
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●●  『『平平成成 1199 年年 66 月月策策定定  下下水水道道中中期期ビビジジョョンンのの策策定定  概概要要』』  

平成 19 年 6 月、国土交通省は『下水道中期ビジョン』を策定しました。 

この中で、現状の下水道が直面している課題と、課題解決に向けた中期（平成 20 年度から概

ね 10 年先）の下水道政策の基本的方向と施策毎の整備目標および具体的施策の考え方が取りま

とめられています。 

中期の下水道政策の基本的方向とは、行政中心から地域の多様な主体が参加・協働する枠組み

へと進め方を転換するとともに、限られた予算の中で優先度を明確にし、地域特性に応じた効率

的かつ効果的な整備へと手法を転換し、継続的に機能を発揮するために管理を適正化し、経営の

安定化に向けた取り組みを強化していくことです。 

今後は国と地方公共団体とが役割分担を行い、取り組み実現を目指します。 

国は下水道事業の方向性を明確にするため、基本方針の提示や、確実な事業の実施に向けての

法制度、技術的基準の整備、指導及び助言等の関与を行います。 

地方自治体は地域の目標像を掲げ、実現に向けて、関係部局との連携、ハードとソフトの一体

化、行政と住民の協働、民間活力の活用、行政区域を超えた取り組みなど、既存の枠組みにとら

われず、地域に適した手段を組み合わせ、 適解の実現を目指します。 

 

●●  『『平平成成 2211 年年 33 月月策策定定  北北海海道道地地方方中中期期ビビジジョョンン  概概要要』』  

平成 16 年度に『北海道地方下水道ビジョン』が策定され、平成 21 年 3 月に改訂されました。 

国の『下水道中期ビジョン』を踏まえつつ、北海道を取り巻く様々な社会的要因を検討し、北

海道独自の視点で、下水道が目指すべき方向性を検討し、今後、概ね 10 年間の下水道の取り組

みについて示されています。 

『北海道地方下水道ビジョン』は、この中で特に持続型社会の構築に向け、今後下水道が果た

すべき役割と、地域住民の理解と協働という視点に重点を置いた方向性を示しており、各地方公

共団体がそれぞれの視点で、地域特性を考慮した下水道ビジョンを策定するための、具体的な事

業計画の方向性が定められています。 

 

７.３ 釧路市における下水道ビジョン策定フロー 

釧路市は、持続可能な社会の実現を目指し、長期的な視点で将来を見据えた上で、下水道事業のあ

り方をビジョンとして策定します。 

昨今、国の財政再建、市町村合併の推進、少子高齢化の到来等、北海道地方を取り巻く環境は急激

に変化しており、併せて下水道事業を取り巻く状況は厳しさを増しています。 

一方で下水道の果たす役割は汚水処理の未普及解消のほか、地震・浸水被害の軽減、下水道資源の

リサイクルの推進、下水道における整備済み施設＝ストックの増大による維持管理・更新等、多くの

課題を抱えています。 

『釧路市下水道ビジョン』を策定するにあたり、『北海道地方下水道ビジョン』に掲げられた各種施

策を参考としつつ、本市における現状や課題に配慮し、今後の具体的な下水道事業の方向性を本ビジ

ョンとしてとりまとめます。 

策定にあたっては、広く釧路市民の声を聞き、その意見を反映させたビジョンの策定を目指します。 
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図 ７.１ 釧路市上下水道ビジョン策定フロー（平成 23 年度） 

 

 

 

 

 

委員会とパブコメの流れ 検討スケジュール 

釧路市水道事業及び下水道事業に関

する市民の声の意見集約 

策定の目的と意義、事業概要、現況

と課題の整理 

課題解決に向けて水道及び下水道施

策のあり方基本理念及び基本方針

(案）具体的な施策計画(案） 

釧路市水道ビジョン完成 

釧路市下水道ビジョン完成 

＜第 2 回 ビジョン検討委員会＞

ビジョン策定の目的・意義、現状と

課題 

＜第 3 回ビジョン検討委員会＞ 

基本理念、施策目標、具体的な取り

組み施策 

ビジョン公開 

（関係機関等に提出） 

パブリックコメントでの意見集約

＜第 5 回ビジョン検討委員会＞ 

ビジョン最終確認、パブリックコメ

ントの報告等 

釧路市水道事業及び下水道事業の経

営計画、財政収支計画など 

＜第 4 回ビジョン検討委員会＞ 

経営計画、財政収支計画など 

＜市民への公開＞ 
広報による閲覧周知 

ＨＰにてビジョンを公開 

釧路市水道ビジョン策定開始 

釧路市下水道ビジョン策定開始 

＜第 1 回 ビジョン検討委員会＞

ビジョンとは、ビジョンの構成、ビ

ジョンの位置付け、年間スケジュール
6 月 

7 月 

9 月 

11 月 

12 月中旬 

～1 月中旬 

2 月 

3 月 
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７.４ 用語集 

ア行 

【IT（Information Technology）】 

コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的に表す語句。 

【圧送管
あっそうかん

】 

ポンプ場からの圧送、圧力式下水道収集システム、圧力式下水道輸送システムで用いられる管。 

【一般
いっぱん

会計
かいけい

】 

国および地方公共団体で一般の歳入歳出を経理する会計。この他に、特別会計というものがある。 

【雨水滞
う す い た い

水
すい

池
ち

】 

初期雨水を一時的に貯留し、合流式下水道からの越流水による汚濁負荷量を減少させるための施設。 

【雨水
う す い

吐
ば

き口】 

合流式下水道で、降雨時に一定量の排水は処理場へ流し、それ以上の排水を河川等に放流するための

施設。 

【液状化
えきじょうか

】 

地震の際に地下水位の高い砂地盤が、一時的に液体のようになってしまい、マンホールが浮き上がっ

たりする現象。 

【応急
おうきゅう

対策
たいさく

】 

その時点では間に合わないために、本格的な措置が可能になるまでのつなぎの措置を講じたりするこ

と。 

【汚水
お す い

処理
し ょ り

施設
し せ つ

】 

一般家庭、事業所、事業場（耕作の事業所を除く）、工場等から生活、営業ならびに生産活動によっ

て排出される排水を処理する施設。 

【汚濁
お だ く

負荷
ふ か

量
りょう

】 

汚水や雨水に含まれる、水質を汚濁する物質の総量。 

【温室
おんしつ

効果
こ う か

ガス】 

太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を温める働きがあるガス。地球温暖化の主な原因とされ、二酸

化炭素、メタン及びフロンガスなどがある。 
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カ行 

【改築
かいちく

】 

既存の施設の老朽化等により、施設の全部または一部（修繕に該当するものを除く）の再建設あるい

は取替えを行うこと。 

【嵩
かさ

上
あ

げ】 

構築物を今までよりも高くすること。 

【合併処理浄化槽
がっぺいしょりじょうかそう

】 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽。 

【環境
かんきょう

基準値
き じ ゅ ん ち

】 

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるために設定する望ましい環境の質のレベル。 

【環境
かんきょう

負荷
ふ か

】 

人間の活動が環境に与える負担。環境基本法では、「人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境の保全上の支障原因となる恐れのあるもの」と定義している。 

【幹線
かんせん

】 

下水排除施設の骨格をなす管路。 

【元利
が ん り

償還
しょうかん

金
きん

】 

地方債の発行後、各事業年度に支出する元金と利息の償還額、または一定期間に支出する元金、利息

の償還金の総額。 

【企業債
きぎょうさい

】 

地方公共団体が、地方公営企業の建設、改良などに要する資金に充てるために起こす地方債。 

【きょう雑物
ざつぶつ

】 

ごみやトイレットペーパー等、下水に含まれる固形物。 

【下水
げ す い

汚泥
お で い

】 

下水処理の各工程から発生する汚泥、どろ。 

【下水
げ す い

終末
しゅうまつ

処理場
しょりじょう

】 

下水道の汚水を浄化し、河川・湖沼または海へ放流する施設。 
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【下水道
げ す い ど う

使用
し よ う

料
りょう

】 

下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が使用者から徴収する使用料。 

【下水道処理人口普及率
げすいどうしょりじんこうふきゅうりつ

】 

行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の比率をいい、百分率で表す。 

【下水道
げ す い ど う

面積
めんせき

整備率
せ い び り つ

】 

下水道面積普及率ともいう。対象とする区域の総面積のうち、下水道が整備されている面積の比率で

定義される。 

【ゲリラ豪雨
ご う う

】 

ゲリラ豪雨は局地的・短時間・高強度が特徴で、総雨量は小さいがピーク雨量は非常に大きい。また、

発生場所等の予測が困難で、短時間に急激な雨水の流出が生じるため、被害軽減のための事前の対応

がとりにくく、地下空間の利用者や水路工事従事者に犠牲者が出たケースもある。河川整備の目安と

してきた時間雨量 50mm を大きく上回る時間雨量 100mm のゲリラ豪雨に対しても国民が安心して暮ら

せるよう、河川管理者が実施する対策に加え、下水道、道路等の関係者が行うべき地域ごとの集中的

な対策とその役割分担等を定めた「100 ミリ／h安心プラン（仮称）」を国にて現在策定中。 

【減災
げんさい

】 

災害時において発生し得る被害を 小化するための取り組みである。防災が被害を出さない取り組み

であるのに対して、減災とはあらかじめ被害の発生を想定した上で、その被害を低減させていこうと

するものである。 

【公営
こうえい

企業
きぎょう

】 

地方公営企業ともいう。水道事業（簡易水道事業を除く）、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送

事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業。  

【公共
こうきょう

下水道
げ す い ど う

】 

主として市街地における下水を排除し、又は、処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終

末処理場を有するもの。 

【公共用
こうきょうよう

水域
すいいき

】 

水質汚濁防止法では、｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域、及びこれに

接続する公共溝渠、かんがい（灌漑）用水路、その他公共の用に供される水路｣と規定されている。

下水道では、公共下水道の雨水管路（管渠）ならびに都市下水路等が該当する。 

【更新
こうしん

】 

標準的な耐用年数に達した施設の再建設あるいは取替えを行うこと。 



 

 49

【合流式
ごうりゅうしき

下水道
げ す い ど う

】 

雨水と生活雑排水等（汚水）を同じ管で流す下水道の一方式。合流式下水道では、分流式に比べて管

路施設の建設が容易な反面、大雨時などに汚水混じりの雨水が河川等の公共用水域へ未処理のまま排

出される恐れがあり問題となっている。 

【コンポスト】 

汚泥ケーキ単独または粗大有機物を混合して、好気性発酵させたもの。 

サ行 

【ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand）】 

水の汚れ具合（有機物の）を示す、主に海水や湖沼の水質を測る代表的な指標。薬品を用いて調べ、

単位は㎎/ℓ。化学的酸素要求量の略。 

【循環型
じゅんかんがた

社会
しゃかい

】 

リサイクルや資源の有効活用を推進し、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減さ

れる社会。 

【消化
しょうか

ガス】 

微生物により汚泥の有機物を分解・安定化することを消化といい、消化する際に発生するガスを消化

ガスという。 

【伸縮
しんしゅく

継
つ

ぎ手
て

】 

伸縮性、可とう性あるいは偏心性などに富む継ぎ手。温度変化による伸縮、地震による地盤変位、地

盤の不同沈下などを吸収し、構造物に無理な力が作用するのを避ける目的で使用される。 

【浸水
しんすい

】 

大雨により地域・家屋等が水につかる現象で、地域についてはその面積・家屋については床上・床下

の浸水戸数で表現する。道路等は冠水と表現。 

【水質
すいしつ

保全
ほ ぜ ん

】 

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動により排出される汚染物質を規制・

抑制し、水質の汚染を防止することにより、水質の将来的な維持を行うこと。 

【水洗化
す い せ ん か

】 

トイレを水洗式にし、宅地内の排水管を下水道等へ接続すること。 



 50

【水洗化率
すいせんかりつ

】 

水洗化し、浄化槽も含めた汚水処理施設等を使用している人口の比率をいう。 

ここでは、下水道が整備され利用できる区域の総人口に対し、実際に水洗化して使用している人口の

比率をいい、百分率で表す。 

【スクリーン】 

雨天時の合流下水に含まれているきょう雑物が川に直接放流されることを防ぐため、きょう雑物を取

り除く施設。 

【ストック】 

既存の資源及び資産（下水道管路（管渠）等）。 

【ストックマネジメント】 

既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト

を低減する技術体系及び管理手法の総称。ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新

築（改築）を繰り返す、いわゆる「スクラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマ

ネジメント」を活用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・改修時の費用対効果等を総合的

に勘案した上で、解体・用途変更・改修・改築など、その施設にとってどれがよりよい方法なのか判

断することができる。 

【ソフト】 

主にサービスの提供や事業実施の環境づくりなど。関連:ハード 

タ行 

【耐震
たいしん

診断
しんだん

】 

構造物が想定規模の地震に対して安全であるか否かを判定するために行う調査、解析、および評価等

の作業の総称。 

【耐用
たいよう

年数
ねんすう

】 

固定資産がその本来の用途に使用できると思われる推定年数。 

【地球
ちきゅう

温暖化
お ん だ ん か

】 

二酸化炭素などの温室効果をもたらすガスの蓄積という人為的な要因が主因となって、気候が急速に

温暖化すること。 

【長寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

】 

予防保全的な維持管理により既存ストックを活用し、耐用年数の延伸に寄与し、延命化を図ること。 
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【特定
とくてい

環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

公共
こうきょう

下
げ

水道
すいどう

】 

公共下水道のうち、市街化区域外において設置されるもの。農山漁村の居住環境の改善や観光地など

の自然保護を目的として設置されるもの。 

ナ行 

【ナショナルミニマム】 

国が広く国民全体に対して保障する必要 低限の公共サービス水準。 

ハ行 

【ハード】 

主に道路や施設の整備等、構造物の建設が必要なもの。関連:ソフト 

【排水
はいすい

設備
せ つ び

】 

汚水（トイレなどからの排水）や雨水を速やかに公共下水道に流すための個人、事業所等が敷地内に

設ける施設。 

【パブリックコメント】 

市町村等の行政機関が条例の制定や計画の策定において、事前に条例等の案を公表し、住民等が意見

や情報を提出する機会を設けること。 

【ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand）】 

生物化学的酸素要求量といい、水の汚れ具合（有機物の量）を示す、主に河川の水質を測る代表的な

指標。水中の酸素を使って汚れを分解する微生物が、対象となる水の汚れを分解するときに使用した

酸素量を調べるもので、単位は㎎/ℓ。汚れている水ほど分解に酸素が必要となるため、ＢＯＤの値は

高くなる。 

【ＰＤＣＡ】 

事業活動などを計画通りスムーズに進めるためのマネジメント行動の一つ。Plan（計画）→ Do（実

行）→ Check（点検・評価）→ Action（処置・改善）→ Plan のサイクルで進める。「ＰＤＣＡ」は、

その各ステップの頭文字をとったもの。 

【腐食
ふしょく

】 

材料が、生物学的原因、物理学的要因、化学的原因などによって、腐ったり、錆びたりして形がくず

れること。 
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【不明
ふ め い

水
すい

】 

下水管路内に、管路の継ぎ手部・マンホールの蓋穴・ます等から浸入してくる地下水・雨水等。 

【分流式下
ぶんりゅうしきげ

水道
すいどう

】 

雨水と汚水を別々の管路系統で排除する方式。汚水のみを処理場に導く方式であるため雨天時に汚水

を公共用水域に放流することがないので、水質汚濁防止上有利である。 

【閉鎖性
へ い さ せ い

水域
すいいき

】 

湖沼や内海、内湾のように、外部と水の交換が行われにくい水域。 

【包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

】 

民間事業者（受託者）が一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、施設の運転・維持管理につ

いて受託者の裁量に任せられるという性能発注の考え方に基づく委託方式。 

【防災
ぼうさい

】 

災害を未然に防ぐための各種行為・施策・取り組み。 

マ行 

【ＭＩＣＳ（Ministry Intelligence Comprehensive System）事業（汚水
お す い

処理
し ょ り

施設
し せ つ

共同
きょうどう

整備
せ い び

事業
じぎょう

）】 

効率的な汚水処理事業を展開するため、複数の汚水処理施設が共同で利用する施設（共同水処理施設）

を基本的に下水道敷地内に整備し、他の汚水処理と一括処理することにより、効率的な維持管理や複

数の行政施設の集約化を行うこと。 

【水
みず

循環
じゅんかん

】 

地球上の水が、太陽エネルギーを元とし、気圏・岩石圏・水圏・生物圏の間を状態を変えながら絶え

ず移動・循環していること。水文循環ともいう。 

ヤ行 

【有
ゆう

収率
しゅうりつ

】 

下水道で処理した汚水のうち使用料収入の対象となる水の割合で、施設の効率性を示す指標の一つ。 

【予防
よ ぼ う

保全
ほ ぜ ん

】 

事故・故障などが生じないように注意し、事前に防ぐことにより、安全を確保していくこと。 
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ラ行 

【ライフサイクルコスト（ＬＣＣ：Life Cycle Cost）】 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総計。 

【リスク管理
か ん り

】 

リスクマネジメント。経済活動に生じるさまざまな危険を、 小の費用で 小限に抑えようとする管

理手法。危機管理。危険管理。 

【硫化
りゅうか

水素
す い そ

】 

火山ガスや鉱泉水に含まれるが、硫黄を含むたんぱく質の腐敗や硫酸塩の還元によっても生じる特有

の臭気をもつガス。汚泥、し尿の嫌気性化消化過程や下水、汚泥の腐敗により発生する。 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



釧路市下水道ビジョン 

発行：平成 24 年 3月 

釧路市上下水道部 〒085-0841 釧路市南大通２丁目１番 121 号 

URL：http://www.city.kushiro.hokkaido.jp/ 

総務課     TEL：0154-43-2164 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




